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令和８（2026）年 10 月よりハラスメント対策強化へ

令和 8 年 10 月から、以下２つのハラスメント防止措置を講じる義務が事業主に課されます。 

【指針に定められた具体的な措置】

 
カスハラには、自社の労働者が受けるものと、自社の労働者が他社や業務委託先等に対して行

為者となる２つのパターンがあります。法令で定めがあるのは前者ですが、後者についても就業規

則に禁止する旨を入れることを併せてご検討ください。 

他に、労働者への商品の買取強要（いわゆる自爆営業）と、意に反する性的指向等のカミングア

ウトの強要や禁止がパワーハラスメントに該当する行為として指針に追加されます。

項目＼類型 カスハラ 就活セクハラ

カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応
し、労働者を保護する旨の方針を明確にし、労働
者に周知・啓発する

求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行っ
てはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・
啓発する

－
求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行っ
た者については、厳正に対処する旨の方針及び対
処の内容を、労働者に周知・啓発する

カスタマーハラスメントの内容及びあらかじめ定
めた対処の内容を、労働者に周知する

求職活動等に関するルールをあらかじめ明確化
し、労働者及び求職者等に周知・啓発する

相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する 相談窓口をあらかじめ定め、求職者に周知する

－ 行為者に対する措置を適正に行う

対応の実効性を確
保するために必要な
カスハラ抑止措置

特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの
対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、
当該対処を行うことができる体制を整備する

－

相談したこと等を理由として不利益な取扱いをさ
れない旨を定め、労働者に周知・啓発する

労働者が事実関係の確認等に協力したこと等を理
由として、解雇その他不利益な取扱いをされない
旨を定め、労働者に周知・啓発する

そのほか併せて講ず
べき措置

相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知する

事業主の方針等の
明確化及び周知・啓
発

相談体制の整備

事後の迅速かつ適
切な対応

相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする

事実関係を迅速かつ正確に確認すること

被害者に対する配慮のための措置を適正に行う

再発防止に向けた措置を講ずること

①職場（取引先や顧客自宅など業務を遂行する場所）

において行われる顧客等（取引の相手方、施設の利

用者その他事業に関係を有する者含む）の言動で 

②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他

の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超

えたものにより 

③当該労働者の就業環境が害される 

[１．カスタマーハラスメント] 
①求職者等（インターン、教育実習、

看護実習等含む）の求職活動等

（オンラインや SNS 含む）において 

②事業主が雇用する労働者による性

的な言動により 

③当該求職者等の求職活動等が阻

害される 

[２．就活セクシュアルハラスメント] 
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Facebook ページ   https://www.facebook.com/kaitosr.tokyo/   禁止しています。 
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